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売却代金の手残金額が特例を使うと、0円が700万円になるって本当！？
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お問い合わせ・ご相談ごとなど

株式会社アドミニは、入居率98％超を誇る1988年創業のマンション管理会社です。税務に強い当社だか

らこそできる知識と経験でマンションオーナー様の大切な資産をお守りいたします。この『NEWS 

LETTER』では、オーナー様にとって、有益な最新情報を提供してまいります。相続や節税、空室対策、売

買など不動産物件に関することでお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社アドミニと申します。

譲渡所得税〜買い換え特例〜

税務・経営の意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。本資料の内容を実行される場合には、専門家等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。
本資料をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任を負いかねます。

（資料提供：日本経営ウィル税理士法人）

資産を譲渡すると譲渡所得税がかかりますが、一部の譲渡では、譲渡所得金額から一定の金額を控除する
ことができます。今回は、『買い換え特例』をご紹介。

不動産を売却し、その後、その売却資金により、同じ用途
の別の不動産に買い換えを行った場合には、不動産を売
却した利益の課税を繰り延べることができます。
ただし、特別控除と異なり、あくまで課税の繰り延べなの
で、買い換えた不動産を売却する際や、減価償却を行う際
に使用する取得価額を調整することで、繰り延べられた利
益は将来的に課税されることとなります。

利益を一部繰り延べる
⇒将来的には課税されるが、
買換資金を手元に残せる

購入売却

買い換え特例の事例 所有する不動産（簿価3,000万円）を8,000万円で売却し、
７,000万円の不動産に買い換えを行った場合

売却代金
譲渡所得税：(8,000万円―3,000万円)×0.2
買換資産の取得費
売却代金の手残金額

8,000万円
△１，０００万円
△７,000万円

０万円

売却代金
譲渡所得税
買換資産の取得費
売却代金の手残金額

8,000万円
△3００万円
△７,000万円

70０万円

売却代金の手残金額が
特例使わない場合より
700万円増

　：８,000万円―7,000万円×0.８=2,400万円
　：3,000万円×2,400万円（＝ 　）／8,000万円＝９00万円
譲渡所得税：（    ―    ）×20%＝３00万円
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